
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

       

 

 

 

 

 

 

 

 

「地域自立支援協議会」とは・・・ 

「障がいの有無にかかわらず、すべての市民がともに暮らすことのできる地域づくりに関して、

協議していく会」であり、平成18年の障害者総合支援法に基づき、各市町村に設置するとされています。 

平成２０年4月より、上尾市・伊奈町は共同にて、桶川市は単独で、それぞれが実施していましたが、令和

２年度より２つの協議会を統合する形で「上尾・桶川・伊奈地域自立支援協議会」がスタートしています。 

制度として示されている協議会の概要ですが、以下のイメージ図にある様々な関係者で集まり、そこで行わ

れる「協議（会議・部会・プロジェクトなど）」については、各市町の地域状況に応じた自由な形で構成して

良いとされています。 

また、協議会では以下にある６つの機能が期待できるとされています。 

お互いの様々な「情報を共有」すること、事業所・行政機関・関係諸団体とのネットワークの堅蜜化を図る

こと、各協議や研修会などを通じて支援側の力を高めていくこと、個々で抱えていた課題を「市町の地域課題」

として捉え、改善に繋がる内容を検討し実施していくこと…など、構成員による活動次第で様々な効果が期待

できます。 

官民共同のチームで、この地域の障害のある方の暮らし易さについてもっと良く知り、お互いを高め

合い、連携を深めながら、より良い地域の仕組み作りやより良い取組み・活動について考え、創造して

いける協議会にしていく必要があると思っています。 

関係者の皆さんとの協議・協力を重ねてより良い協議会としていけたらと考えています。 

※ イメージ図 
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（令和８年度）上尾・桶川・伊奈地域自立支援協議会 組織図 

◆部会・・・数年間通して協議が必要であり常設が適している内容の協議体 

 【事務局】 
構成員：上尾・桶川・伊奈基幹相談支援センター 

・自立協全般における事務処理業務 

・各部会への参加・バックアップ業務 等 

【行政】 
  構成員：上尾市・桶川市・伊奈町障害福祉部局 

・2 市１町担当制にて各会に参加、 

現状や課題の把握、助言 等 
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         全体会  （年１～２回） 

構成員：福祉関係機関・保健・医療・教育又は雇用・当事者団体 等 

・運営会議や部会からの活動に関する報告・協議 

・行政等に対する施策への提言 等 

       運営会議  （年４～６回） 

構成員：各部会長 等 

・障害者計画、障害福祉計画関連、差別解消支援地域協議会に関する取組み 

・自立協全体の構成、各部会の情報分析、地域研修等の全般的な取組み 等 


